
 

- 37 - 

 

（値増金に係る適格請求書の交付） 

【答】  

建設工事等の請負契約に伴い収受する値増金は、当該建設工事等の対価の一部を構成するも

のですが、その金額の確定時期は区々であり、必ずしも建設工事等の引渡しの時までに確定す

るものではありません。 

そのため、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収

入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入することとしています（基通

９－１－７）。 

このように、ご質問の値増金は、相手方との協議によりその収入すべきことが確定した日の

属する課税期間の課税標準額に算入することとしているため、当該値増金が建設工事等の対価

の一部を構成するものであったとしても、当初交付している適格請求書とは別に当該値増金に

係る適格請求書を交付することとなります。 

この場合における適格請求書の次の記載事項は、当該値増金に係る金額を基礎として記載す

ることとなります。 

① 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税

率 

② 税率ごとに区分した消費税額等 

  （参考） 協同組合等において農産物の買取販売に係る販売代金の価格修正として組合員が受

け取る事業分量配当金についても同様です。 

  

問 35 当社の行う建設工事等について、その建設工事等の引渡しの日において当該建設工事等の

請負代金に係る請求書を交付しています。一方、建設工事等の請負契約に伴い収受する値増

金については、相手方との協議によりその収入すべきことが確定することから、当初交付し

た請求書とは別に値増金に係る請求書を交付しています。この場合、それぞれ交付している

請求書を適格請求書とすることで問題ないですか。【令和４年 11 月追加】【令和５年 10 月改

訂】 


